
新潟県では、県内港（新潟港･直江津港）の利用拡大を図るとともに、ＢＣＰ目的での利用も支援するた
め、過去３ヶ年度の最高実績と比べて輸出入コンテナを増加させた荷主様、新たに県内港をご利用し
た荷主様、初利用後も継続して県内港をご利用した荷主様に対する補助制度をご用意しております。 

平成３０年度 新潟港・直江津港  

県外初利用支援 継続 

初めて県内港を利用して10ＴＥＵ以上輸出又は輸入した場合 

１TEUあたり４万円を交付 
輸出：最大200万円 輸入：最大150万円を交付 

１ 

補助制度のポイント 

２ 

３ 

３ 

対象 
期間 

補助制度の概要は裏面をご覧ください 

最大1,500万円を交付 
全荷主様対象 輸出に対しては 

１ 

３ 
２ 

輸入補助制度を大幅拡充 
平成29年度より 全荷主様対象 

３ 

１TEUあたり４万円を交付 
補助単価最大で 県外荷主様対象 

４ 

最大３年間の継続補助 
平成29年度より 県外荷主様対象 



事務手続フロー 

■お問合せ先■ 
新潟県交通政策局 港湾振興課 港湾企画振興班 

TEL 025-280-5455 FAX 025-280-5089 

２ 

補 助 制 度 の 概 要 

※１：補助要件の増加量は、過去３ヶ年度の最高実績との比較になります。 

補助制度の詳細については、お気軽にお問い合せください。 

お問い合わせ先 
新潟県交通政策局 港湾振興課 港湾企画振興班 

TEL：025-280-5455     FAX：025-280-5089  e-Mail：ngt170010@pref.niigata.lg.jp 

補助名 補助要件 ※１ 補助金額 

県
内
・県
外
共
通 

特 定 大 口 荷 主 500TEU以上増加 

輸出：1,000万円＋１万円/TEU (上限1,500万円) 
輸入：  500万円＋0.5万円/TEU (上限  750万円) 

 

大 口 荷 主 

 

100TEUかつ 

２割以上増加 

輸出：２万円/TEU (上限1,000万円) 
輸入：１万円/TEU (上限  500万円) 

県
内 

県内利用拡大荷主 
50TEUかつ 
２割以上増加 

輸出：２万円/TEU (上限  200万円) 
輸入：１万円/TEU (上限  100万円) 

県
外 

 

県外初利用荷主 

 

初利用かつ10TEU
以上利用 

輸出：４万円/TEU (上限 200万円) 
輸入：４万円/TEU (上限 150万円) 

 ※輸入について、25ＴＥＵ超過分は２万円/１ＴＥＵ 

県外継続利用荷主 
「初利用」該当の翌
年度・翌々年度に初
年度実績を維持 ※３ 

輸出：  １万円/TEU（初年度実績）  
輸入：0.5万円/TEU（初年度実績）   

 

県外利用拡大荷主 

 
50TEU以上増加 

輸出：２万円/TEU (上限  200万円) 
輸入：１万円/TEU (上限  100万円) 

Ｈ 2 9 年 度 か ら 輸 入 も 対 象 に 

H 2 9 年 度 拡 充 

Ｈ 2 9 年 度 か ら 輸 入 も 対 象 に 

H 2 9 年 度 拡 充 

H 2 9 年 度 新 規 

手 続 き フ ロ ー 

※２：東日本大震災の際に、太平洋側港湾の代替港として機能した実績を有する新潟港・直江津港を、ＢＣＰの観点から 
       ご利用いただく際にも、ご活用いただけます。 
※３：県外継続利用に該当する場合、補助期間満了後も一定期間利用状況報告書をご提出いただきます。 

荷 

主 

新
潟
県 

採択・非採択決定通知書 

交付申請書（平成31年１月末頃に提出） 

実績報告書（平成31年４月20日までに提出） 

交付決定通知書 

額の確定・補助金交付 

事業計画書（平成30年12月末日までに提出） 

※２ 
H 2 9 年 度 新 規 


